
○議案第６３号 守口市コミュニティセンターの指定管理者の指定について
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＝総務建設委員会委員長報告＝

御報告申し上げます。

本案は、平成３０年４月から市内のコミュニティセンターを管理する指定管理者について、市域

を３つのエリアに区分した上で、公募、選定を行った結果、東部エリアについては株式会社ケイミ

ックスパブリックビジネスを、中部エリアについてはＳｈｏＰｒｏ・ＨＣＭグループを、南部エリ

アについてはアクティオ株式会社を、それぞれ指定管理者に指定しようとするものであります。

本委員会といたしましては、慎重に審査を行いました結果、エリアごとに異なる指定管理者が選

定され、選定段階における事業者からの提案内容等によると、今後、それぞれ特色ある事業等が展

開されていくことが期待される一方、エリアによって市民サービスに差が生じていくことも考えら

れる。

よって、市として、利用者に不公平感を抱かせぬよう、指定管理者の管理運営状況を適切に把握

するとともに、例えば、各指定管理者を交えた定期的な会議を開催し、エリア間での連携と情報の

共有を図り、各施設においてより一層のサービス向上につながるよう取り組まれたいこと。

また、指定管理者制度の導入にあたっては、例えば、南部エリアコミュニティセンターは、指定

管理の導入と同時に開館が予定されているが、各施設の管理体制や地域の関係団体等との関わりな

どの面において、指定管理者との連携を密にして、円滑な管理運営に向け万全を期されたいとの希

望意見を付し、賛成多数をもって、これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。

なお、大藤委員におかれましては、指定管理料については、現行のコミュニティセンターの運営

経費に比べると、全体的に高額であり、制度目的である経費縮減に反するとの理由により、福西委

員におかれましては、指定管理そのものに反対するわけではないが、経費削減に至っておらず、十

分な議論を経て仕様書が作成されたのか疑問であるとの理由により、反対の意を表明されましたこ

とを付言いたします。

以上、委員長報告といたします。


